
                     

 

 

 

令和６年度の障害者雇用（知事部局）について 

 

令和６年６月１日現在の知事部局の障害者雇用率は、２．９０％ 

（法定雇用率２．８％）となり、昨年度に引き続き、法定雇用率を

達成しました。 

引き続き、障害者を対象とした正規職員、非常勤職員の採用試験

を実施し、障害者雇用に努めていきます。 

 
    

 

 

 

 

 

  

※「障害者の雇用の促進等に関する法律」において、勤務する職員の一定割合以上（法

定雇用率）の障害者を任用することが義務づけられている。法定雇用率は、令和

６年４月に 2.6％から 2.8％に引き上げられ、令和８年７月には 3.0％に引き上げ

られる予定。 

 

項 目 R5.6.1 R6.6.1 

障害者雇用率 2.77％ 2.90％ 

法定雇用率※ 2.6 ％ 2.8 ％ 

（ 資 料 提 供 ） 
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